
総社市職員給与支給規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成２８年２月２９日 

 

                                           総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第２号 

 

総社市職員給与支給規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

 

総社市職員給与支給規則の一部を改正する規則（平成２７年総社市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（平成２８年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

２ 平成２８年３月３１日までの間における地域手当の支給割合は，改正後

の第１１条第２項第１号中「１００分の２０」とあるのは「１００分の１

８．５」と読み替えるものとする。 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（平成３０年３月３１日までの間における地域手当の支給割合） 

２ 平成３０年３月３１日までの間における地域手当の支給割合は，改正後

の第１１条第２項第１号中「１００分の２０」とあるのは「１００分の１

８」と読み替えるものとする。 

 

 

附 則 

 この規則は，平成２８年３月１日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 

  

 


